
《特別管理産業廃棄物処分業》 

ａ ｂ ｃ ｄ

廃 廃 廃 感
ア 染 ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ ｋ ｌ ｍ n o

油 酸 ル 性
カ 産 廃 廃 廃 燃 汚 廃 廃 廃 鉱 ば 第
リ 業 Ｐ 水 石 え ア さ い 13

廃 Ｃ 銀 綿 殻 泥 油 酸 ル い じ 号
棄 Ｂ 等 等 カ ん 廃
物 等 リ 棄

物

環境開発 株式会社 第06070005698号 ◇中間処理
代表取締役 髙山 盛司 H05/08/01 ④⑨ ⑨⑩ ④⑨ ④⑨
〒921-8046 R11/07/31 焼却 ○ ○ ○ ○ ⑩⑪ ⑪⑫ ⑩⑪ ⑩⑪
金沢市大桑町上猫下4番地7 ⑫⑬ ⑬⑭ ⑫⑬ ⑫⑬
℡076-244-3132 ⑭⑮ ⑮⑯ ⑭⑮ ⑭⑮
 [焼却:新保町ラ10番地] ⑯⑰ ⑰⑱ ⑯⑰ ⑯⑰
 [焼却、焼成:新保町ラ11番地] ⑱⑲ ⅱⅳ ⑱⑲ ⑱⑲
 [中和:新保町ラ10番地] ⑳ⅰ ⑳ⅰ ⑳ⅰ
 ℡076-244-5115 ⅱⅳ ⅱⅳ ⅱⅳ

ⅴ ⅴ ⅴ
焼成 ⅴ ⅳⅴ
中和 ○ ○

株式会社 ＺＥＲＯ・アース　 第06070153446号 ◇中間処理
代表取締役 中村 郁 H22/02/22 加熱滅菌 　 ○
〒920-0209 R12/02/21
金沢市東蚊爪町ラ53番地1
℡076-237-7708
 [加熱滅菌:東蚊爪町ラ53番地1]

　　　⑰は1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ､⑱は1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ､⑲はﾁｳﾗﾑ､⑳はｼﾏｼﾞﾝ､ⅰはﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ､ⅱはﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ⅲはｾﾚﾝ又はその化合物、ⅳは1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ、ⅴはﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を含むものをいう｡

(注1) ａの廃油は揮発油類､灯油類､軽油類をいう｡  ｂの廃酸はpH2.0以下の廃酸をいう｡  ｃの廃ｱﾙｶﾘはpH12.5以上の廃ｱﾙｶﾘをいう｡ ｅの廃PCB等はⅵ：廃PCB等、ⅶ：PCB汚染物、
　　　ⅷ：PCB処理物をいう｡
(注2) ①は水銀又はその化合物又はｱﾙｷﾙ水銀化合物､②はｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物､③は鉛又はその化合物､④は有機燐化合物､⑤は六価ｸﾛﾑ化合物､⑥は砒素又はその化合物､
　　　⑦はｼｱﾝ化合物､⑧はPCB､⑨はﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､⑩はﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､⑪はｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ､⑫は四塩化炭素､⑬は1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ､⑭は1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､⑮はｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､⑯は1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ､
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